
一

（
七
八
）

令
和
五
年
十
一
月
二
十
四
日（
金
曜
日
）

　
　
　
　
午
後
一
時
四
十
分
開
議

　
出
席
委
員

　
　
　
委
員
長
　
谷
　
　
公
一
君

　
　
　
理
事
　
井
上
　
信
治
君
　
理
事
　
上
杉
謙
太
郎
君

　
　
　
理
事
　
黄
川
田
仁
志
君
　
理
事
　
牧
島
か
れ
ん
君

　
　
　
理
事
　
坂
本
祐
之
輔
君
　
理
事
　
湯
原
　
俊
二
君

　
　
　
理
事
　
一
谷
勇
一
郎
君
　
理
事
　
河
西
　
宏
一
君

　
　
　
　
　
　
石
田
　
真
敏
君
　
　
　
　
今
村
　
雅
弘
君

　
　
　
　
　
　
木
村
　
次
郎
君
　
　
　
　
小
寺
　
裕
雄
君

　
　
　
　
　
　
小
林
　
史
明
君
　
　
　
　
田
中
　
英
之
君

　
　
　
　
　
　
橘
　
慶
一
郎
君
　
　
　
　
谷
川
　
と
む
君

　
　
　
　
　
　
谷
川
　
弥
一
君
　
　
　
　
土
田
　
　
慎
君

　
　
　
　
　
　
土
井
　
　
亨
君
　
　
　
　
中
川
　
郁
子
君

　
　
　
　
　
　
橋
本
　
　
岳
君
　
　
　
　
保
岡
　
宏
武
君

　
　
　
　
　
　
柳
本
　
　
顕
君
　
　
　
　
梅
谷
　
　
守
君

　
　
　
　
　
　
堤
　
か
な
め
君
　
　
　
　
福
田
　
昭
夫
君

　
　
　
　
　
　
緑
川
　
貴
士
君
　
　
　
　
森
田
　
俊
和
君

　
　
　
　
　
　
赤
木
　
正
幸
君
　
　
　
　
伊
東
　
信
久
君

　
　
　
　
　
　
佐
藤
　
英
道
君
　
　
　
　
吉
田
久
美
子
君

　
　
　
　
　
　
西
岡
　
秀
子
君
　
　
　
　
高
橋
千
鶴
子
君

　
　
　
　
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　
　
　
デ
ジ
タ
ル
大
臣
政
務
官

　
　
　
兼
内
閣
府
大
臣
政
務
官
　
　
　
　
土
田
　
　
慎
君

　
　
　
衆
議
院
調
査
局
地
域
活
性
化
・

　
　
　
こ
ど
も
政
策
・
デ
ジ
タ
ル
社
会

　
　
　
形
成
に
関
す
る
特
別
調
査
室
長
　
阿
部
　
哲
也
君

　
　
　
　
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

委
員
の
異
動

十
一
月
二
十
四
日

　
辞
任
　
　
　
　
　
　
　
　
　
補
欠
選
任

　
　
福
田
　
達
夫
君
　
　
　
　
　
木
村
　
次
郎
君

　
　
山
井
　
和
則
君
　
　
　
　
　
梅
谷
　
　
守
君

　
　
浮
島
　
智
子
君
　
　
　
　
　
吉
田
久
美
子
君

同
日

　
辞
任
　
　
　
　
　
　
　
　
　
補
欠
選
任

　
　
木
村
　
次
郎
君
　
　
　
　
　
福
田
　
達
夫
君

　
　
梅
谷
　
　
守
君
　
　
　
　
　
山
井
　
和
則
君

　
　
吉
田
久
美
子
君
　
　
　
　
　
浮
島
　
智
子
君

　
　
　
　
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

十
一
月
二
十
日
　

　
現
行
の
健
康
保
険
証
の
存
続
を
求
め
る
意
見
書（
札
幌

市
議
会
）（
第
二
七
六
三
号
）

　
健
康
保
険
証
を
廃
止
し
な
い
よ
う
求
め
る
意
見
書（
宮

崎
県
綾
町
議
会
）（
第
二
七
六
四
号
）

　
こ
れ
か
ら
の
人
づ
く
り
に
向
け
た
対
策
の
充
実
・
強
化

を
求
め
る
意
見
書（
茨
城
県
議
会
）（
第
二
七
六
五
号
）

　
産
前
・
産
後
サ
ポ
ー
ト
、
産
後
ケ
ア
体
制
の
支
援
強
化

を
求
め
る
意
見
書（
岩
手
県
議
会
）（
第
二
七
六
六
号
）

　
児
童
虐
待
対
応
等
に
お
け
る
体
制
強
化
の
実
現
を
求
め

る
意
見
書（
大
阪
府
議
会
）（
第
二
七
六
七
号
）

　
地
方
の
中
小
企
業
・
小
規
模
事
業
者
及
び
農
林
水
産
業

に
お
け
る
デ
ジ
タ
ル
化
支
援
の
充
実
を
求
め
る
意
見
書

（
岩
手
県
議
会
）（
第
二
七
六
八
号
）

　
保
育
所
等
の
職
員
配
置
基
準
改
善
等
を
求
め
る
意
見
書

（
岩
手
県
議
会
）（
第
二
七
六
九
号
）

　
保
育
所
等
保
育
施
設
の
職
員
配
置
基
準
改
善
を
求
め
る

意
見
書（
神
奈
川
県
秦
野
市
議
会
）（
第
二
七
七
〇
号
）

　
保
育
所
等
保
育
施
設
の
職
員
配
置
基
準
改
善
を
求
め
る

意
見
書（
佐
賀
県
み
や
き
町
議
会
）（
第
二
七
七
一
号
）

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
安
全
と
信
頼
の
確
保
の
取
組

を
求
め
る
意
見
書（
静
岡
市
議
会
）（
第
二
七
七
二
号
）

　
若
者
及
び
子
育
て
世
代
へ
の
経
済
的
支
援
の
強
化
を
求

め
る
意
見
書（
岩
手
県
議
会
）（
第
二
七
七
三
号
）

は
本
委
員
会
に
参
考
送
付
さ
れ
た
。

　
　
　
　
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

本
日
の
会
議
に
付
し
た
案
件

　
地
域
活
性
化
・
こ
ど
も
政
策
・
デ
ジ
タ
ル
社
会
形
成
の

総
合
的
な
対
策
に
関
す
る
件

　
物
価
高
騰
対
策
給
付
金
に
係
る
差
押
禁
止
等
に
関
す
る

法
律
案
起
草
の
件

　
　
　
　
　
―
―
―
―
◇
―
―
―
―
―

○
谷
委
員
長
　
こ
れ
よ
り
会
議
を
開
き
ま
す
。

　
地
域
活
性
化
・
こ
ど
も
政
策
・
デ
ジ
タ
ル
社
会
形
成
の

総
合
的
な
対
策
に
関
す
る
件
に
つ
い
て
調
査
を
進
め
ま

す
。

　
こ
の
際
、
物
価
高
騰
対
策
給
付
金
に
係
る
差
押
禁
止
等

に
関
す
る
法
律
案
起
草
の
件
に
つ
い
て
議
事
を
進
め
ま

す
。

　
本
件
に
つ
き
ま
し
て
は
、
先
般
来
各
会
派
間
に
お
い
て

御
協
議
を
い
た
だ
き
、
今
般
、
意
見
の
一
致
を
見
ま
し
た

の
で
、
委
員
長
に
お
い
て
草
案
を
作
成
し
、
委
員
各
位
の

お
手
元
に
配
付
い
た
し
て
お
り
ま
す
。

　
こ
の
際
、
委
員
長
か
ら
、
本
起
草
案
の
趣
旨
及
び
内
容

に
つ
き
ま
し
て
御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。

　
今
般
、
政
府
は
、
物
価
の
高
騰
の
影
響
を
受
け
た
生
活

者
等
に
対
し
、
地
方
公
共
団
体
が
地
域
の
実
情
に
合
わ
せ

て
必
要
な
支
援
を
き
め
細
や
か
に
実
施
で
き
る
よ
う
、
令

和
五
年
度
の
補
正
予
算
に
よ
り
、
重
点
支
援
地
方
交
付
金

を
追
加
す
る
こ
と
と
し
た
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

　
本
起
草
案
は
、
こ
の
令
和
五
年
度
の
補
正
予
算
に
よ
る

住
民
税
非
課
税
世
帯
等
に
対
す
る
七
万
円
を
上
限
と
す
る

給
付
金
の
ほ
か
、
今
後
、
物
価
の
高
騰
の
影
響
を
受
け
る

家
計
へ
の
支
援
を
目
的
と
す
る
臨
時
の
措
置
と
し
て
、
国

の
交
付
金
等
を
財
源
と
し
て
地
方
公
共
団
体
か
ら
支
給
さ

れ
る
給
付
金
に
つ
い
て
、
そ
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
と

な
っ
た
者
が
自
ら
こ
れ
ら
の
物
価
高
騰
対
策
給
付
金
を
使

用
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
所
要
の
措
置

を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と

お
り
で
あ
り
ま
す
。

　
第
一
に
、
物
価
高
騰
対
策
給
付
金
の
支
給
を
受
け
る
権

利
の
差
押
え
等
を
禁
止
す
る
と
と
も
に
、
給
付
金
と
し
て

支
給
を
受
け
た
金
銭
等
の
差
押
え
を
禁
止
す
る
こ
と
と
し

て
お
り
ま
す
。

　
第
二
に
、
租
税
そ
の
他
の
公
課
は
、
物
価
高
騰
対
策
給

付
金
と
し
て
支
給
を
受
け
た
金
品
を
標
準
と
し
て
課
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

　
な
お
、
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と

と
し
て
お
り
ま
す
。

　
以
上
が
、
本
起
草
案
の
趣
旨
及
び
内
容
で
あ
り
ま
す
。

　
　
　
　
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

　
物
価
高
騰
対
策
給
付
金
に
係
る
差
押
禁
止
等
に
関
す
る

法
律
案

　
　
　
　〔
本
号
末
尾
に
掲
載
〕

　
　
　
　
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

○
谷
委
員
長
　
本
件
に
つ
い
て
発
言
を
求
め
ら
れ
て
お
り

ま
す
の
で
、
順
次
こ
れ
を
許
し
ま
す
。
坂
本
祐
之
輔
君
。

○
坂
本（
祐
）委
員
　
私
は
、
立
憲
民
主
党
・
無
所
属
を
代

表
し
て
、
物
価
高
騰
対
策
給
付
金
に
係
る
差
押
禁
止
等
に

関
す
る
法
律
案
に
つ
い
て
発
言
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

す
。

　
本
法
律
案
に
よ
り
、
今
回
の
令
和
五
年
度
の
補
正
予
算

に
よ
る
住
民
税
非
課
税
世
帯
等
に
対
す
る
七
万
円
を
上
限

と
す
る
給
付
金
を
差
押
禁
止
等
の
対
象
と
す
る
ほ
か
、
今

後
、
物
価
の
高
騰
の
影
響
を
受
け
る
家
計
へ
の
支
援
を
目

的
と
す
る
臨
時
の
措
置
と
し
て
支
給
さ
れ
る
給
付
金
に
つ

い
て
は
、
別
途
立
法
措
置
な
く
し
て
差
押
禁
止
等
の
措
置

を
講
ず
る
こ
と
が
可
能
と
な
り
ま
す
。

　
し
か
し
、
こ
の
こ
と
に
よ
り
、
迅
速
に
対
応
す
る
こ
と

が
で
き
る
よ
う
に
な
る
一
方
で
、
政
府
の
判
断
の
妥
当
性

を
立
法
府
と
し
て
チ
ェ
ッ
ク
し
が
た
く
な
る
お
そ
れ
が
懸

念
を
さ
れ
ま
す
。

（
第
二
類
　
第
八
号
）

地
域
活
性
化
・
こ
ど
も
政
策
・
デ
ジ
タ
ル
社
会
形
成
に
関
す
る
特
別
委
員
会
議
録
　
第
　
四
　
号

第
二
百
十
二
回
国
会

衆

議

院

第
二
類
第
八
号
　
　�

地
域
活
性
化
・
こ
ど
も
政
策
・
デ
ジ
タ
ル
社
会
形
成
に
関
す
る
特
別
委
員
会
議
録
第
四
号
　�

令
和
五
年
十
一
月
二
十
四
日



二

第
二
類
第
八
号
　
　�

地
域
活
性
化
・
こ
ど
も
政
策
・
デ
ジ
タ
ル
社
会
形
成
に
関
す
る
特
別
委
員
会
議
録
第
四
号
　�

令
和
五
年
十
一
月
二
十
四
日

押
さ
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
法
律
の
趣
旨
が
貫
か

れ
る
よ
う
、
関
係
者
へ
の
徹
底
を
お
願
い
し
た
い
と
思
い

ま
す
。

　
今
回
の
給
付
金
は
、
七
万
円
は
あ
く
ま
で
上
限
で
あ

り
、
地
方
自
治
体
が
議
会
で
詳
細
な
制
度
設
計
を
組
む
必

要
が
あ
り
ま
す
。
今
夏
の
三
万
円
の
給
付
金
の
際
に
も
、

自
治
体
の
対
応
や
周
知
が
遅
れ
て
、
対
象
と
な
る
人
が
受

け
取
れ
な
か
っ
た
事
案
が
あ
り
ま
す
。

　
ま
た
、
生
活
保
護
費
と
し
て
収
入
認
定
し
な
い
と
い
う

こ
と
も
、
給
付
と
同
時
に
考
え
方
を
示
し
て
い
た
だ
き
た

い
と
思
い
ま
す
。
要
望
し
て
お
き
ま
す
。

　
以
上
、
財
源
の
在
り
方
、
必
要
な
方
に
き
ち
ん
と
届
く

仕
組
み
、
自
治
体
の
負
担
を
軽
減
す
る
こ
と
な
ど
、
総
合

的
に
検
討
で
き
る
よ
う
に
、
国
会
で
も
、
今
後
、
議
論
の

場
を
保
障
す
べ
き
と
考
え
ま
す
。

　
以
上
、
意
見
を
述
べ
、
賛
成
い
た
し
ま
す
。（
拍
手
）

○
谷
委
員
長
　
こ
れ
に
て
発
言
は
終
わ
り
ま
し
た
。

　
お
諮
り
い
た
し
ま
す
。

　
お
手
元
に
配
付
い
た
し
て
お
り
ま
す
草
案
を
物
価
高
騰

対
策
給
付
金
に
係
る
差
押
禁
止
等
に
関
す
る
法
律
案
の
成

案
と
し
、
こ
れ
を
委
員
会
提
出
の
法
律
案
と
決
す
る
に
賛

成
の
諸
君
の
起
立
を
求
め
ま
す
。

　
　
　
　〔
賛
成
者
起
立
〕

○
谷
委
員
長
　
起
立
総
員
。
よ
っ
て
、
そ
の
よ
う
に
決
し

ま
し
た
。

　
な
お
、
本
法
律
案
の
提
出
手
続
等
に
つ
き
ま
し
て
は
、

委
員
長
に
御
一
任
願
い
た
い
と
存
じ
ま
す
が
、
御
異
議
あ

り
ま
せ
ん
か
。

　
　
　
　〔「
異
議
な
し
」と
呼
ぶ
者
あ
り
〕

○
谷
委
員
長
　
御
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
、
そ

の
よ
う
に
決
し
ま
し
た
。

　
次
回
は
、
公
報
を
も
っ
て
お
知
ら
せ
す
る
こ
と
と
し
、

本
日
は
、
こ
れ
に
て
散
会
い
た
し
ま
す
。

　
　
　
　
午
後
一
時
四
十
八
分
散
会

　
　
　
　
　
―
―
―
―
◇
―
―
―
―
―

　
本
法
律
案
は
、
差
押
禁
止
等
の
対
象
と
す
る
給
付
金
に

つ
い
て
、
政
府
に
そ
の
判
断
を
白
紙
委
任
す
る
も
の
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
差
押
禁
止
等
の
対
象
と
な
る
給
付
金
を
法

律
の
委
任
に
基
づ
き
具
体
的
に
省
令
で
定
め
る
に
当
た
っ

て
は
、
あ
く
ま
で
も
今
回
の
立
法
の
趣
旨
を
逸
脱
し
な
い

よ
う
留
意
す
る
こ
と
を
求
め
、
私
の
発
言
と
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
す
。

　
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。（
拍
手
）

○
谷
委
員
長
　
次
に
、
高
橋
千
鶴
子
君
。

○
高
橋（
千
）委
員
　
私
は
、
日
本
共
産
党
を
代
表
し
、
た

だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
差
押
禁
止
法
案
に
つ
い
て
、

一
言
意
見
を
述
べ
ま
す
。

　
七
万
円
は
い
つ
出
る
の
か
と
地
域
で
よ
く
声
を
か
け
ら

れ
ま
す
。
賃
金
も
年
金
も
上
が
ら
な
い
中
、
重
く
の
し
か

か
る
物
価
高
騰
に
多
く
の
国
民
が
悲
鳴
を
上
げ
て
い
る
の

が
実
態
で
す
。
今
回
、
速
や
か
に
給
付
を
す
る
と
と
も

に
、
せ
っ
か
く
の
給
付
金
が
差
押
え
さ
れ
な
い
よ
う
措
置

を
す
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
す
。

　
新
型
コ
ロ
ナ
感
染
症
以
降
、
低
所
得
世
帯
等
へ
の
臨
時

的
な
給
付
金
は
こ
れ
ま
で
九
回
実
施
さ
れ
、
そ
の
都
度
、

差
押
禁
止
等
の
立
法
措
置
が
行
わ
れ
て
き
ま
し
た
。
今
回

の
よ
う
な
法
律
に
基
づ
か
な
い
給
付
金
は
、
支
給
の
た
び

に
立
法
措
置
が
必
要
と
な
り
、
今
後
考
え
得
る
追
加
の
物

価
高
騰
対
策
の
給
付
金
に
つ
い
て
も
、
法
案
を
出
さ
ず
と

も
省
令
に
よ
っ
て
同
様
の
措
置
を
取
る
こ
と
を
新
た
に
加

え
た
も
の
で
す
。
い
ず
れ
も
必
要
な
措
置
で
あ
る
と
考
え

ま
す
。

　
一
方
、
児
童
手
当
法
第
十
五
条
、
第
十
六
条
が
そ
う
で

あ
る
よ
う
に
、
あ
ら
か
じ
め
、
法
律
に
基
づ
く
手
当
、
給

付
金
等
は
差
押
禁
止
等
が
法
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ

が
、
口
座
に
入
れ
ば
一
般
の
預
金
残
高
と
区
別
が
つ
か
な

い
と
し
て
、
自
治
体
が
児
童
手
当
か
ら
学
校
給
食
費
等
の

滞
納
分
を
相
殺
す
る
と
い
っ
た
事
案
が
あ
り
、
判
例
も
分

か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

　
入
金
時
期
や
入
金
元
、
金
額
な
ど
に
よ
り
、
明
ら
か
に

給
付
金
と
分
か
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
当
該
支
給
を

受
け
る
権
利
は
、
譲
り
渡
し
、
担
保
に
供
し
、
又
は
差
し



三

第
二
類
第
八
号
　
　�

地
域
活
性
化
・
こ
ど
も
政
策
・
デ
ジ
タ
ル
社
会
形
成
に
関
す
る
特
別
委
員
会
議
録
第
四
号
　�

令
和
五
年
十
一
月
二
十
四
日

令
和
六
年
一
月
十
六
日
作
成
　
　
衆
議
院
事
務
局
　
　
　
調
製
　
第
一
法
規
株
式
会
社


